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 （提案理由） 

 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、

規定の整理を行う必要があるため。 

（56） 



（56-1） 

小野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

小野市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年小野市条例第２７号

）の一部を次のように改正する。 

 

第２条中「同法第３６条」を「これらの規定を同法第３６条第８項」

に、「及び第３６条」を「及び第３６条第８項」に改める。  

第５条第２項第１号中「にあつては」を「には」に、「によつて」を

「により」に改め、同項第２号中「にあつては」を「には」に改め、同

条第３項中「によつて」を「により」に、「４３３円」を「３３３円」

に改め、「第２号」の次に「に該当する扶養親族については１人につき

２６７円（非常勤消防団員等に第１号に該当する者がない場合には、そ

のうち１人については３３３円）を、第３号」を加え、「第５号」を「

第６号」に、「掲げる者がない場合にあつては」を「該当する者及び第

２号に該当する扶養親族がない場合には」に、「３６７円」を「３００

円」に改め、同項第２号中「及び孫」を削り、同項中第５号を第６号と

し、第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号

を加える。 

 (3) ２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫  

第５条第４項中「満１５歳」を「１５歳」に、「満２２歳」を「２２

歳」に改め、「以下」の次に「この項において」を加える。  

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


